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第１章 総 則 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

33 特定協定事業者 協定事業者のうち西日本電信電話株式会社 

 

 

 

料金表 

第 1表 

第４ ユニバーサルサービス料 

 ２ 料金額 

区分 単 位 料金額（月額） 

     （税込価格） 

ユニバーサルサービス料 １音声通信番号又は 

１追加番号ごとに 

2円 

        （2.2円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総 則 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

33 特定協定事業者 協定事業者のうち NTT西日本株式会社 

 

 

 

 

 

料金表 

第 1表 

第４ ユニバーサルサービス料 

 ２ 料金額 

区分 単 位 料金額（月額） 

     （税込価格） 

ユニバーサルサービス料 １音声通信番号又は 

１追加番号ごとに 

3円 

        （3.3円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正約款は、２０２５年７月１日から実施します。 


